
【申告対象者】1 月 1 日現在で紀宝町において、
償却資産を所有されている方

【提出物】償却資産申告書
※資産に異動がある場合は種類別明細書も必要

【申告期限】２月２日（月）
▶詳しくは、役場税務住民課（☎３３−０３３７）
までお問い合わせください。

２月２日（月）までに申告してください

償却資産の申告をお願いします

Information　役場税務住民課

　事業を行っており、償却資産（事業用資産）を
所有されている方は、地方税法第 383 条の規定に
より、毎年１月１日現在に所有している資産を、
設置している市町村へ申告する必要があります。
※償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供す
　ることができる資産（構築物、機械および装置、船
　舶、車両および運搬具、工具・器具、備品など）です。

01・08. 高台に避難する住民。02・07. 受付
訓練。03. 脚立の取り扱い訓練。04. 応急担
架による搬送訓練。05. 飯盛地区の訓練では
アマゴが振る舞われた。06. バールとジャッ
キを使用した救出訓練。09. 簡易トイレの設
置。10. 多くの参加者が集まった鵜殿２組。
11.アルファ米の炊き出し訓練。12.輸送訓練。
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国民健康保険にご加入のみなさんへ

特定健康診査、若年者健康診査を追加実施

【日時】１月 30 日（金）午前９時～ 10 時 30 分
【場所】まなびの郷
【対象】令和８年１月 30 日時点での国民健康保
険加入者（18 歳～ 74 歳）で、今年度健康診査
の案内が届いているが未受診の方

【持ち物】受診券（40 歳以上のみ持参）、質問票、
資格確認書など
▶詳しくは、今月の広報きほうに折り込みのチラシ
をご確認するか、役場福祉課健康診査係（☎３３－
０３１０）までお問い合わせください。

　町では、例年 7 月から 11 月に健康診査を実施しており、今年度も国民健康保険加入者の方を対
象に、集団健診を追加で実施します。今年度から、受診には事前の申し込みが必要で
すので、右の二次元コードまたは電話でお申し込みください。
　受診された方には記念品のプレゼントがあるほか、今年度健康診査を受診された方
の中から、抽選で町商工会共通商品券を進呈します。
　今年度最後の機会ですので、健康診査を受けられていない方は、ぜひご受診ください。

Information　役場福祉課

申込フォーム

　東海労働金庫では、勤労者の負担軽減のため、
町教育委員会と協調して、生活資金の融資制度を
設けています。
　ご不明な点は、お気軽にご相談ください。

【資金使途】ろうきんローンエール（住宅・自動車・
教育・育児・医療・介護・冠婚葬祭）

【融 資 額】200 万円以内（育児費用については、
妊娠から小学校入学前までに要する費用）

【融資利率】東海労働金庫の定める一般勤労者の
貸付金利利率表の店頭表示率より、年 0.3％引き
下げた率

【融資対象者】
・紀宝町に１年以上居住し、住民基本台帳に登録
　され、引き続き居住する方
・前年度税込収入が 150 万円以上 400 万円以下
　の勤労者で、自営業でない方
・未成年でない方
・町税を完納している方
・東海労働金庫の指定する保証機関の保証が受けられる方
・東海労働金庫が定める要件を備えている方
▶詳しくは、東海労働金庫熊野支店（☎０１２０
－１９－１８０３）までお問い合わせください。

勤労者の生活安定と福祉向上のために

勤労者向け協調融資制度のご案内

Information　東海労働金庫熊野支店
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